
【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 Ａ－４－１

事業名  埋蔵文化財発掘調査事業（東松島市全域）

事業費 総額７２千円

（内訳:旅費１６千円，需用費４６千円，役務費５千円，使用料５千円）

事業期間 平成２４年度～令和２年度

事業目的・事業地区

埋蔵文化財包蔵地（遺跡）は国民共有の財産（文化財）として保護し，将来へ継承す

べきものであるから，事業計画が遺跡への影響を及ぼすときは，事前に分布・試掘調査

等を実施することで，計画範囲から遺跡除外及び遺跡を破壊しない工法変更による保存

（現状保存）となるよう事業者と協議・調整し，なお影響が避けられない場合は，事業

者の費用負担のもと，本発掘調査を実施し，報告書によって記録に残す（記録保存）こ

とで保存が図られている。

本事業は，防災集団移転促進事業（Ｄ２３）等において，相当の調査期間と調査費用

を要する記録保存を回避または最小限に留め，遺跡保護とも両立した計画を早期に策定

するための分布・試掘調査や，事業者・市教育員委員会と遺跡保護の協議調整をするも

のである。（市内遺跡の位置図は別紙のとおり）。                               

事業結果

市内試掘調査予定地における事業者との遺跡保存の協議・調整を実施した。また，

東日本大震災による防災集団移転促進事業に先立ち，市教委で実施した横山貝塚・西

権助遺跡の確認調査について，指導・助言及び協力した。

＜平成２４年度＞

・市内試掘調査予定地における事業者との遺跡保存の協議・調整，横山貝塚・西権助

遺跡の確認調査指導・助言，協力等 １４千円

＜平成２５年度～令和２年度＞

・市内試掘調査予定地における事業者との遺跡保存の協議・調整

  平成２６年度 ６千円  平成２７年度 ４５千円  平成２８年度 ７千円

事業の実績に関する評価

①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

・協議・調整，協力等の成果は，平成２７～３０年度に刊行された東松島市文化財調

査報告書第１１・１３・１６・１７・１９・２２集等で報告された。また未刊行分

の遺跡については，令和３年９月に東松島市文化財調査報告書第２４集として報告

される予定である。事業を適正に執行し，完了したと判断される。

②コストに関する調査・分析・評価

・遺跡保存と復興事業を両立するために協議・調整した結果，試掘調査を実施不要と

することでき，事業費を大幅に削減することができた。

③事業手法に関する調査・分析・評価

・埋蔵文化財発掘調査事業は，以下のとおり，予定どおり事業を進めることができ

た。

＜想定した事業期間＞

事前協議・機材準備・調査着手・調査終了 平成２４年５月～令和３年３月

＜実際に事業に有した事業期間＞

事前協議・調整等 平成２４年５月～令和３年３月



事業担当部局

教育庁文化財課 電話番号：022-211-3685

東松島市 確認調査の指導・助言，主要協力遺跡（①・②）
（『東松島市遺跡地図』より作成）

②

①

①

②



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 C－１－１

事業名  農山漁村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）

事業費 総額１，０５０千円

事業期間 平成２４年度～平成２５年度

事業目的・事業地区

東松島市内の大曲地区において，津波により被災（浸水）した農山漁村地域の復興を

目的に行う農地等の生産基盤整備（区画整理 A=50ha）の地形図作成を行う。単なる原形

復旧だけではなく，大区画化により農地の面的な集約，経営の大規模化・高付加価値化

を行い，収益性の高い農業経営の実現を目指し，復旧・復興を加速化させるもの。

地区名 大曲地区

面積  Ａ＝50ha

東松島市復興まちづくり計画

記載箇所：P.30 第２章 分野別取組み

生業の再生と多様な仕事を創るまちづくり

           生業の基盤整備と再生

概要：農地の集約化とほ場の大区画化，施設園芸等の導入による複合経営

事業結果

地区名：大曲（計画設計 50ha）

＜平成２４年度～平成２５年度＞

・地形図作成 一式 １，０５０千円

事業の実績に関する評価

①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

・平成２１年度に計画が確定していたが，東日本大震災により甚大な被害を受けたた

め，計画の見直しを行うことで，迅速な復旧・復興への取り組みが可能となった

②コストに関する調査・分析・評価

・事業費の設計・積算は土地改良工事積算基準等により実施し，宮城県財務規則等に

基づき入札を行い業者を選定している。

③事業手法に関する調査・分析・評価

・大曲地区における農山漁村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）は，以

下のとおり，地形図作成に遅れが生じたが，概ね予定どおり事業を進めることがで

きた

＜想定した事業期間＞

地形図作成 一式  平成２４年４月～平成２４年９月

＜実際に事業に有した事業期間＞

地形図作成 一式 平成２４年１１月～平成２６年２月

事業担当部局

農政部農村振興課 電話番号：０２２―２１１－２８６２



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 C-1-2

事業名  農山漁村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）（大曲地区）

事業費 総額 1,603,093 千円（うち国費 1,202,319 千円）

（内訳: 工事費 1,320,888 千円，測量試験費 103,258 千円，用地買収補償費 7,127 千

円，換地費 87,070 千円，農業経営高度化支援事業費 84,750 千円）

事業期間 平成 23年度～令和 2年度

事業目的・事業地区

東松島市内の大曲地区において，東日本大震災により被災した農山漁村地域の復興を

目的として農地等の生産基盤整備（区画整理）と経営体の育成・支援を一体的に実施し

たもの。

(大曲地区の位置図は図１のとおり)

事業結果

大曲地区は，平成 21年度から水田の用排水条件，区画形状及び土壌条件の改善等を行

い，汎用化を図るため，事業を進めていたところであるが，事業実施途中で被災したこ

とから，東日本大震災復興交付金を活用して水田の均平・排水路・暗渠排水等の整備を

行うことで，耕地の汎用化，水管理の合理化が図られた。また，農地の利用集積と経営

体の育成・支援を一体的に行ったことにより，効率的かつ安定的な農業経営の確立に寄

与した。

【農地整備事業】

・整地工      A=129.5ha

  ・道路工   L=13,726m

・用水路工  L=15,088m

・排水路工  L= 6,668m

・暗渠排水工 A=123.5ha

                                                  

【担い手・集積の状況】

・認定農業者の数   事業開始時(H21)：0名 → 事業完了時(R1)：3名

・担い手の経営面積  事業開始時(H21)：9.46ha → 事業完了時(R1)：109.77ha

                                                    目標年時（R2）：109.77ha

・担い手育成の状況 個別経営体：２戸，農業生産法人：１法人

※ 農業生産法人にあっては，本事業を契機に法人化されている。

事業の実績に関する評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

・大曲地区で整備した農地の作付面積は 129.5ha，作付率は 100%である。作付率が平

成 22年次における宮城県本地利用率 90.6%（農林水産省耕地及び作付面積統計）を上

回っている。また，本地区は，昭和 20 年代に 10a 区画を標準として整備された農地

であり，水稲を基幹作物として営農が行われていたが，本事業によりほ場の約 96%が

50a 以上の大区画に整備されたことにより，担い手への農地集積率が大幅に向上

（7.21%→84.69%）したことに加え，排水路や暗渠排水等を整備したことにより水田

の汎用化が可能となったことにより，農業生産法人（１法人）を中心とした大豆の転

作が行われるようになるなど，水田の高度利用が図られており，事業が適正に執行及

び活用されていると判断される。



② コストに関する調査・分析・評価

・事業費の設計・積算は農林水産省土地改良工事積算基準等により実施し，宮城県財

務規則等に基づき入札を行い，公正な競争・透明性の確保に努め，適正な事業執行が

なされていると判断される。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

・大曲地区における農山漁村地域復興基盤総合整備事業は，以下のとおり事業を進め

ることができた。

項 目 想定した事業期間 実際に事業に有した事業期間

実施設計発注・完了 平成 24年 7月～平成 26年 3月 平成 24 年 7月～平成 26 年 12 月

建設工事発注・完了 平成 24年 9月～平成 31年 3月 平成 24 年 9月～令和 3年 3月

作付け開始 平成 25 年 5月～ 平成 24 年 11 月～

・平成 21 年度から事業実施中であり，復興交付金で残事業を推進するとともに，被

災した施設等の復旧を行った。工事施工に当たり，本地区と接する復興事業との調整

が必要となり，工事に遅れが生じた。双方の事業スケジュールを共有し，施工時期を

調整することで，復興期間内に事業を完了させることができた。

事業担当部局

宮城県農政部農村整備課   電話番号：０２２-２１１-２７０３

図１．位置図

写真 左：着手前（平成 23年 3 月）           右：完成後（令和元年 10 月）



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 C－１－３

事業名  農山漁村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）

事業費 総額９２４千円

事業期間 平成２４年度

事業目的・事業地区

東松島市内の西矢本地区において，津波により被災（浸水）した農山漁村地域の復興

を目的に行う農地等の生産基盤整備（区画整理 A=217.0ha）事業のうち A=21ha の地形図

作成を行う。単なる原形復旧だけではなく，大区画化により農地の面的な集約，経営の

大規模化・高付加価値化を行い，収益性の高い農業経営の実現を目指し，復旧・復興を

加速化させるもの。

地区名 西矢本地区

面積  Ａ＝21.0ha

東松島市復興まちづくり計画

記載箇所：P.30 第２章 分野別取組み

生業の再生と多様な仕事を創るまちづくり

生業の基盤整備と再生

概要：農地の集約化とほ場の大区画化，施設園芸等の導入による複合経営

事業結果

地区名：西矢本（計画設計 21.0ha）

＜平成２４年度＞

・地形図作成 一式 ９２４千円

                               

事業の実績に関する評価

①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

・平成２３年度に事業採択を予定していたが，東日本大震災により甚大な被害を受け

たため，計画の見直しを行うことで，迅速な復旧・復興への取り組みが可能となっ

た

②コストに関する調査・分析・評価

・事業費の設計・積算は土地改良工事積算基準等により実施し，宮城県財務規則等に

基づき入札を行い業者を選定している。

③事業手法に関する調査・分析・評価

・西矢本地区における農山漁村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）は，

以下のとおり，概ね予定どおり事業を進めることができた



＜想定した事業期間＞

地形図作成 一式  平成２４年６月～平成２４年１２月

＜実際に事業に有した事業期間＞

地形図作成 一式 平成２４年６月～平成２４年８月

事業担当部局

農政部農村振興課 電話番号：０２２―２１１－２８６２



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 Ｃ－１－４

事業名  農山漁村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）（西矢本地区）

事業費 総額 3,278,188 千円（うち国費 2,458,641 千円）

（内訳: 工事 2,815,518 千円，測量試験費 179,103 千円，用地買収補償費 16,883 千円，

換地費 140,669 千円，農業経営高度化支援事業費 126,015 千円）

事業期間 平成 24年度～令和 3年度

事業目的・事業地区

東松島市内の西矢本地区において，東日本大震災により被災した農山漁村地域の復興

を目的として農地等の生産基盤整備（区画整理）と経営体の育成・支援を一体的に実施

したもの。

(西矢本地区の位置図は図 1のとおり)

事業結果

西矢本地区

ほ場の大区画化，道路・用排水路・暗渠排水等の整備を行い，耕地の汎用化，水管理の

合理化及び生産基盤の復興が図られた。また，農地の利用集積と経営体の育成・支援を

一体的に行ったことにより，効率的かつ安定的な農業経営の確立に寄与した。

また，土地改良事業の換地制度を活用し，市が防災集団移転促進事業により買収した

宅地元地等の集積・再配置による公共用地の創出と効率的な農地整備を一体的に行い，

土地利用の整序化を実施した。

・地区面積  A=226.0ha

  ・整地工   A=196.5ha

・道路工   L=20,391m

  ・用水路工  L=34,062m

・排水路工  L=25,725m

・暗渠排水工 A=189.2ha

【担い手・集積の状況】

・認定農業者の数  事業開始時（H24）：5名→事業完了時（R3）：8名

・担い手の集積面積 事業開始時（H24）：18.22ha→事業完了時（R3）：166.17ha

目標年時（R3）：166.17ha

・担い手育成の状況 個別経営体：4戸、農業生産法人：3法人

    

事業の実績に関する評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

・西矢本地区で整備した農地の作付面積は 196.5ha，作付率は 100.0%である。作付率

が平成 22年次における宮城県本地利用率 90.6%（農林水産省耕地及び作付面積統計）

を上回っていることから，事業が適正に執行及び活用されていると判断される。

② コストに関する調査・分析・評価

・事業費の設計・積算は農林水産省土地改良工事積算基準等により実施し，宮城県財

務規則等に基づき入札を行い，公正な競争・透明性の確保に努め，適正な事業執行が

なされていると判断される。



③ 事業手法に関する調査・分析・評価

・西矢本地区における農山漁村地域復興基盤総合整備事業は，以下のとおり概ね予定

どおり事業を進めることができた。

項 目 想定した事業期間 実際に事業に有した事業期間

実施設計発注・完了 平成 24年 4月～

平成 27年 3月

平成 24年 11 月～

平成 29年 2月

建設工事発注・完了 平成 24年 4月～

令和 3年 12月

平成 25年 2月～

令和 4年 3月

作付け開始 平成 25年 4月～ 平成 26年 4月～

・土地改良事業の換地制度を活用し，非農用地（防災集団移転促進事業により買収さ

れた土地や防衛省用地）を地区に含み，集約化を実施した。実施に伴い関係機関と集

積する位置等の調整が必要であり，計画が遅れる要因となった。また，地区内を通過

する三線堤工事についても，施工時期や用地範囲について関係機関と調整を要し，計

画が遅れる要因となった。

  関係機関の意向や施工計画を定期的な打ち合わせにより把握・調整することで，大

幅な工期遅延なく事業を完了させることができた。

事業担当部局

宮城県農政部農村防災対策室ため池対策班 電話番号：022-211-2703

図１．位置図

写真 左：着工前（平成 23年 4月）  右：完成（令和 4年 6月）                   



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 Ｃ－１－５

事業名  農山漁村地域復興基盤総合整備事業（農地防災事業） 洲崎地区

事業費 総額 ３３０，０００千円

（内訳: 工事費３２７，０００千円，測量試験費３，０００千円）

事業期間 平成２４年度～平成２６年度

事業目的・事業地区

東松島市内の洲崎地区において，東日本大震災により被災した農山漁村地域の復興を目

的として，被災した洲崎第１排水機場の整備を実施したもの。

(東松島市洲崎地区の位置図は別紙のとおり)

事業結果

洲崎地区

東日本大震災により被災した洲崎第１排水機場を整備したことで，災害復旧事業及び

農地整備事業により復旧・整備された農地の湛水や農業用施設の浸水，さらに宅地等へ

の浸水被害を未然に防止することができた。また，排水条件が改善し耕地の汎用化，水

管理の合理化が図られたことで，効率的かつ安定的な農業経営の確立に寄与した。

・排水機場工 Ｎ＝１か所

事業の実績に関する評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

・洲崎地区で整備した洲崎第１排水機場が平成２６年度に完成したことにより，農山漁

村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）奥松島地区において平成２７年度から機

場受益農地の区画整理工事に着手し，平成２８年度から営農が再開されたことから，事

業が適正に執行及び活用されていると判断される。

② コストに関する調査・分析・評価

・事業費の設計・積算は農林水産省土地改良工事積算基準等により実施し，宮城県財務

規則等に基づき入札を行い，公正な競争・透明性の確保に努め，適正な事業執行がなさ

れていると判断される。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

・洲崎地区における農山漁村地域復興基盤総合整備事業は，以下のとおり概ね予定どお

り事業を進めることができた。

＜想定した事業期間＞

建設工事発注・完了       平成２４年～平成２６年

＜実際に事業に有した事業期間＞

建設工事発注・完了      平成２４年～平成２６年

・海岸堤防災害復旧事業との設計施工調整を早急に行ったことから，想定の事業期間内

に工事完了することができた。

事業担当部局

宮城県農政部農村整備課防災対策班   電話番号：０２２-２１１-２８７５
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【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 Ｄ－１－１

事業名  道路事業（市街地相互の接続道路）（主）奥松島松島公園線（洲崎）

事業費 総額 4,879,755 千円

（内訳: 用地費 2,738 千円，測量調査設計費 91,511 千円，工事費 4,785,506 千円）

事業期間 平成２４年度～令和３年度

事業目的・事業地区

本路線は野蒜地区などから宮戸島へ接続する唯一の道路であり，東日本大震災で津波

による壊滅的な被害を受けたことを踏まえて，緊急時の物資輸送等の機能を確保し，松

島―野蒜地区（防災集団移転）―宮戸地区（防災集団移転）の被災地間の交通円滑化を

図るために，海岸の災害復旧事業と連携し，接続道路として整備を行うもの。

事業結果

整備前：L=3,000m，W=5.5(7.0)m，整備後：L=3,000m，W=6.0(11.5)m

＜平成 24 年度＞

測量調査設計 61,055 千円

＜平成 25年度＞

測量調査設計 30,456 千円

＜平成 26年度＞

用地買収費 2,738 千円，工事費 144,296 千円

＜平成 27年度＞

工事費 79,380 千円

＜平成 28年度＞

工事費 300,017 千円

＜平成 29年度＞

工事費 1,901,082 千円

＜平成 30年度＞

工事費 580,401 千円

＜令和元年度＞

工事費 886,769 千円

＜令和 2年度＞

工事費 752,471 千円

＜令和 3年度＞

工事費 141,090 千円

令和 3年 12 月 23 日に供用開始



事業の実績に関する評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

野蒜駅周辺から宮戸までの広域で壊滅的な被害を受け，宮戸島が孤立したことを踏ま

え，防災機能強化も含め市街地や各集落を接続する道路を整備したことにより，被災

地間の交通円滑化が図られ，生活環境確保と地域活力の創造に資するものであると評

価する。

② コストに関する調査・分析・評価

事業費の設計・積算は宮城県の土木工事標準積算基準等により実施し，宮城県建設工

事執行規則等に基づき入札を行い業者の選定をしている。また，事業内で発生した残

土については事業内で流用土として使用するなどコスト縮減に努めることで，資材

単価や労務単価が上昇する厳しい状況下にあっても，経済性が確保された事業執行

となっていることから適正であると評価する。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

＜想定した事業期間＞

調査測量設計          平成 24 年 7月～平成 26年 3月

用地買収            平成 26 年 4月～平成 27年 3月

工事              平成 26 年 5月～平成 28年 3月

＜実際に事業に有した事業期間＞

調査測量設計          平成 24 年 7月～平成 26年 3月

用地買収            平成 26 年 4月～平成 27年 3月

工事              平成 26 年 10 月～令和 4年 3月

・工事については，施工中の築堤（路体盛土）の沈下収束や関連事業との事業調整に

不足の日数を要したため遅れが生じたが，着手可能な箇所については他事業と調整

を行い，並行して工事を進める事で工程短縮に努め，遅れの影響を最小限に留めた。

       整備前                整備後

事業担当部局

宮城県土木部道路課道路建設班 電話番号：022-211-3163



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 Ｄ－１－２

事業名  道路事業（市街地相互の接続道路）宮戸

事業費 総額 5,465,928 千円（国費 4,236,095 千円）

（内訳: 設計費 455,790 千円、用地費 76,983 千円、工事費 4,933,155 千円）

事業期間 平成２４年度～令和４年度

事業目的・事業地区

本路線は東松島市野蒜地区などから宮戸島へ接続する唯一の道路であり、東日本大震

災で津波による壊滅的な被害を受けたことを踏まえて、緊急時の物資輸送等の機能を確

保し、松島―野蒜地区（防集）―宮戸地区（防集）等を接続する道路を整備し、被災地

間の交通円滑化を図るもの。

事業結果

整備前 L=1.0km、W=6.0（9.75）m

整備後 L=1.0km、W=6.0（11.5）m

＜平成２４年度～平成２５年度＞

・調査測量設計 455,790 千円

＜平成２５年度＞

・用地補償 76,983 千円

＜平成２６年度～令和４年度＞

・工事 4,933,155 千円

・令和４年１２月工事完成

       整備前                 整備後



事業の実績に関する評価

①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

・東日本大震災の津波により、野蒜駅周辺から宮戸までの広域で壊滅的な被害を受け、

宮戸島が孤立した。このことから、防災機能強化も含め市街地や各集落を接続する

道路を整備し、生活環境確保と地域活力の創造に資するものであると評価する。

②コストに関する調査・分析・評価

・事業費の設計・積算は宮城県の土木工事標準積算基準等により実施し、宮城県建設

工事執行規則等に基づき入札し業者が選定されている。

・また、事業内で発生した残土については事業内で流用土として使用するなどコスト

縮減に努めることで、資材単価や労務単価が上昇する厳しい状況下にあっても、経

済性が確保された事業執行となっていることから適正であると評価する。

③事業手法に関する調査・分析・評価

＜想定した事業期間＞

調査測量設計       平成２４年７月～平成２６年３月

用地補償         平成２５年４月～平成２６年３月

工事           平成２６年４月～平成２８年３月

＜実際に事業に有した事業期間＞

調査測量設計       平成２４年７月～平成２６年３月

用地補償         平成２５年４月～平成２６年３月

工事           平成２６年４月～令和５年３月

・工事については、既存構造物等の地中障害物撤去や関連する洲崎地区海岸災害復旧

事業等との調整に不足の日数を要したため遅れが生じたが、着手可能な箇所につい

ては他事業と調整を行い、並行して工事を進める事で工程短縮に努め、遅れの影響

を最小限に留めた。

事業担当部局

宮城県土木部道路課道路建設班 電話番号：022-211-3163



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 Ｄ－１－３

事業名  道路事業（市街地相互の接続道路） 矢本流留線

事業費 総額 5,611,729 千円

(内訳：調査測量設計費 130,000 千円，用地補償費 514,000 千円，

工事費 4,967,729 千円)

事業期間 平成２４年度～令和２年度

事業目的・事業地区

今回の津波により、東松島市大曲地区は壊滅的な被害を浜須賀地区は甚大な被害を受

けたが、住民意向調査等に基づき区画整理事業を活用して再建を図ることとなった。

本路線は東松島市矢本市街地の西端から東西に走り、定川を横断し、石巻市の門脇流

留線に接続する都市計画道路である。本路線の北部には東矢本駅北地区復興土地区画整

理事業により５８０戸の住戸の建設が見込まれ、公園などの公共施設も配置される予定

であり、計画人口約１，８００人が居住する見込みである。

この計画を実現し、快適な街とするためには、移転してきた人達が移転元となる大曲・

浜須賀地区や市街地各地区、また再建する大曲漁港区と石巻市の水産加工団地等、関連

する地区相互を接続し主要幹線となる本路線の整備が必要である。又、本路線は緊急時

には大曲漁港区に職を持つ人等のための避難路としての役割も担うものである。

事業結果

整 備 前：W= 7.0m L=1.2km

整 備 後：W=17.0m L=3.19km，W=10.5m L=0.69km

＜平成２４年度～平成２７年度＞

・道路詳細設計・路線測量業務 13,000 千円

＜平成２６年度～平成２９年度＞

・用地補償    514,000 千円

＜平成２７年度～令和２年度＞

・道路改築工事 4,967,729 千円

・令和 3年 3月 23 日に工事完了

       【整備前】             【整備後】

事業の実績に関する評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

・ 東日本大震災に伴い，津波による浸水，沿道の落下物や放置車両による有効幅員

津波被災直後

東松島市大曲地区
東松島市大曲地区

定川復興大橋

東松島市大曲地区

整備前現況東松島市大曲地区



の縮小，避難車両の集中等による交通渋滞が顕在化し被害が拡大した。今回道路

の復旧・復興により，災害発生時の交通流の円滑化が確保されたため，快適な生

活環境確保と地域活力の創造に資するものであると評価する。

②コストに関する調査・分析・評価

・事業費の設計・積算は宮城県の土木工事標準積算基準等により実施し，宮城県建設

工事執行規則等に基づき入札し業者が選定されている。また，事業内で発生した残

土については事業内で流用土として使用するなどコスト縮減に努めることで，資

材単価や労務単価が上昇する厳しい状況下にあっても，経済性が確保された事業

執行となっていることから適正であると評価する。

③事業手法に関する調査・分析・評価

＜想定した事業期間＞

調査測量設計         平成２４年 ４月～平成２６年 ３月

用地買収           平成２６年 ４月～平成２７年 ３月

工事             平成２６年 ７月～平成２８年 ３月

＜実際に事業に有した事業期間＞

調査測量設計         平成２５年 ２月～平成２７年 ３月

用地買収           平成２５年 ９月～平成３１年 ３月

工事             平成２８年 ３月～令和 ３年 ３月

・ 調査測量設計および用地買収については，関係機関協議や地権者用地交渉に不

測の日数を要し，遅れが生じた。

・ 工事については，用地買収などの遅れにより着手時期に遅れが生じたが，占用

工事との工程調整を密に行い，工程短縮に努めた。

・ 用地買収などの遅れにより事業完了に遅れが生じる可能性があったが，その後

の工事などで適切なフォローアップを行い，予定の事業期間内で完了したこと

から事業手法は適正であると評価する。

事業担当部局

宮城県土木部都市計画課都市整備班 ０２２－２１１－３１３６



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 C－１－７

事業名  農山漁村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）

事業費 総額１０，８７１千円

事業期間 平成２５年度～平成２６年度

事業目的・事業地区

東松島市内の洲崎地区において，津波により被災（浸水）した農山漁村地域の復興を

目的として農地等の生産基盤整備事業の実施計画策定を行う。単なる原形復旧だけでは

なく，大区画化により農地の面的な集約，経営の大規模化・高付加価値化を行い，収益

性の高い農業経営の実現を目指し，さらに市の復興計画実現に向けて，復旧・復興を加

速化させるもの。

市の復興整備計画においては，「被災区域内の農地については，引き続き優良農地とし

て確保することとし，津波被害からの早期復旧を図る。」，「集団移転後の集落跡地につ

いては，可能な限り農地としての活用を図りつつ施設園芸用地や共同利用施設等の整備

を行う。」等が計画されている。

市の意向を踏まえ，市内被災農地（中区地域，洲崎地域）において，平成２６年度か

らの農地整備事業着手を視野に入れ，地区計画のための基礎調査や事業計画書作成等を

実施する。

地区名 洲崎地区

面 積 Ａ＝ 80 ha

○東松島市復興まちづくり計画

記載箇所：P.30 第２章 分野別取組み

     生業の再生と多様な仕事を創るまちづくり

生産の基盤整備と再生

概  要：農地の集約化とほ場の大区画化，施設園芸等の導入による複合経営

事業結果

地区名：洲崎（計画設計 80ha）

＜平成２５年度～平成２６年度＞

・基礎調査・基本計画作成 一式 １０，８７１千円

                                 

事業の実績に関する評価

①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

・基礎調査・基本計画作成と計画書作成（県単独事業）を並行して行うことで，迅速

な復旧・復興への取り組みが可能となった

②コストに関する調査・分析・評価

・事業費の設計・積算は土地改良工事積算基準等により実施し，宮城県財務規則等に

基づき入札を行い業者を選定している。



③事業手法に関する調査・分析・評価

・洲崎地区における農山漁村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）は，以

下のとおり，基礎調査・基本計画作成に遅れが生じたが，概ね予定どおり事業を進

めることができた

＜想定した事業期間＞

基礎調査・基本計画作成 一式  平成２５年４月～平成２６年３月

事業計画書作成 一式      平成２５年１０月～平成２６年９月

（「奥松島（洲崎）」事業計画確定 平成２７年５月）

＜実際に事業に有した事業期間＞

基礎調査・基本計画作成 一式 平成２５年１０月～平成２７年３月

（事業計画書作成 一式      県単独事業）

（「奥松島（洲崎）」事業計画確定 平成２７年５月）

事業担当部局

農政部農村振興課 電話番号：０２２―２１１－２８６２



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 ◆Ｄ－２２－１－１

事業名  防災公園事業基本計画策定費（矢本海浜緑地地区）

事業費 総額１４，１０９千円

事業期間 平成２５年度～平成２６年度

事業目的・事業地区

矢本海浜緑地の来園者及び石巻港工業地区の従業員等の津波発生時の緊急的な一時

避難地として，現矢本海浜緑地に隣接する場所に避難築山の機能を持った防災公園の整

備を行ったもの。

                                  

事業結果

矢本海浜緑地 基本設計 一式

＜平成２５～２６年度＞

・地域等の合意形成及び関係機関協議等

・基本設計 14,109 千円

                                 

事業の実績に関する評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

・矢本海浜緑地については，東日本大震災の津波により，壊滅的な被害を受けたた

め，従前の位置より内陸側に災害復旧事業と併せて津波時の一時避難場所の確保

を目的とした防災公園を整備し，平成３１年４月２６日再開園したことから事業

の適正な執行がなされていると判断される。

・指定管理者による県立都市公園の適正な管理，運営を継続的に推進し，県民サービ

スの向上を図るとともに，適正な維持管理を推進し，災害発生時における効果的な

防災機能の発現を図る。

② コストに関する調査・分析・評価

・事業費の設計・積算は見積徴収結果を踏まえた積算等を実施し，財務規則等に基づ

き指名競争入札を行い業者選定している。

・なお，県の見積徴収基準に基づき，５者から業務見積書を徴収した結果を踏まえ，

積算していることから，妥当な事業費であると判断される。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

・矢本海浜緑地における防災公園事業基本計画策定費は，以下のとおり，概ね予定

どおり事業を進めることができた。



＜想定した事業期間＞

基本設計                 平成２５年４月～平成２５年９月

＜実際に事業に有した事業期間＞

基本設計                 平成２５年６月～平成２７年２月

・公園計画に関連する土地区画整理事業や河川災害復旧事業等との計画協議などに

時間を要したが，当基本設計を踏まえた測量・設計及び公園整備を計画的に推進し，

平成３１年４月に再開園することができた。

事業担当部局

土木部都市計画課公園緑地班 ０２２－２１１－３１３８



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 ★Ｄ－２３－２－１

事業名  津波表示板設置事業（東松島市）

事業費 総額１０６，１１１千円

（内訳:設計費６，０６８千円，工事費１００，０４３千円）

事業期間 平成２５年度～令和元年度

事業目的・事業地区

防災集団移転促進事業地に近接し再開が見込まれる州崎地先海岸の野蒜海水浴場に

おいて，津波注意報，津波警報等の気象予（警）報の情報を表示し，住民や観光客の安

全な避難を促すための津波表示板の設置を行ったもの。（位置図は別紙のとおり）

事業結果

地区名：州崎地先海岸（津波表示板 １基）

＜平成２５年度＞

・基本設計 ３，２９０千円

＜平成２９年度＞

・詳細設計 ２，７７８千円

＜平成３０年度～令和元年度＞

・表示板設置工事 １００，０４３千円

事業の実績に関する評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

・野蒜海水浴場は令和２年７月に再開される予定であったが，新型コロナウィルスの

感染拡大防止により，再開が見送られた。令和３年度以降は，新型コロナウィルスの

感染収束状況を見定め再開されることとなり，津波表示板による情報提供により，海

水浴場利用者等の安全な避難誘導に寄与される。

② コストに関する調査・分析・評価

・事業費の設計・積算は宮城県土木工事標準積算基準書並びに宮城県土木部設計単価

等決定要領により実施し，宮城県財務規則等に基づき入札を行い業者を選定してい

る。

・また，同種の他事業と比較して，同規模の表示板を整備した七ヶ浜町の表示板設置

事業費（９７，３４５千円）と比べても妥当な事業費であると判断する。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

・州崎海岸の表示板設置事業は，以下のとおり，概ね予定どおり事業が進められた。

＜想定した事業期間＞

基本設計       平成２６年６月～平成２７年３月

詳細設計       平成３０年１月～平成３０年８月

工事         平成３１年１月～令和元年１２月

＜実際に事業に有した事業期間＞

基本設計       平成２６年６月～平成２７年３月

詳細設計       平成３０年１月～平成３０年８月



工事         平成３１年１月～令和２年３月

・州崎海岸近隣他事業との調整に不測の時間を要したことにより工事が遅延するこ

ととなったが，工事スケジュールの調整により，海水浴場再開を予定していた令和２

年７月までに工事完了することができた。

事業担当部局

土木部河川課 電話番号：022-211-3177



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 ★Ｄ－２３－２－３

事業名  復興地域づくり加速化事業

    北上運河震災瓦礫等撤去事業

事業費 総額 145,589 千円

（内訳: 工事費 145,589 千円）

事業期間 令和元年度～令和２年度

事業目的・事業地区

震災由来の瓦礫が河道内に堆積し、その瓦礫により断面が阻害されている状態であ

り、今時津波と同規模の津波が発生した場合、津波減殺効果が発揮できない可能性があ

るとともに、瓦礫により粘り強い構造の河川底簿が破壊され、多重防御効果が発揮でき

ず、背後に形成された新市街等の安全を確保することが出来ないことから瓦礫の撤去作

業を行うもの。また、運河内の震災由来の瓦礫を撤去することにより、運河を生かした

にぎわい再生、地域コミュニティ醸成を図ることができるとともに、北上運河背後の土

地利用（牛網地区防災集団移転促進事業対象者および利用者）の津波に対する安全を確

保するもの。

事業結果

施工延長 L=1.61km

浚渫工   V=1,710m3

瓦礫撤去工 V=  158m3

＜令和元年度＞

・事業採択協議

＜令和元年度～令和２年度＞

・浚渫工事 145,589 千円

事業の実績に関する評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

・事業箇所周辺には県が管理する都市公園「矢本海浜緑地」が整備され、瓦礫撤去に

より運河周辺のイベントが活性化し、防災集団移転対象者を含めた地域の賑わい再

生に寄与することが期待される。

② コストに関する調査・分析・評価

・施工場所は感潮区間で水深が浅く作業効率が低下する場所である。水上での作業と

なることから浚渫の入札参加登録のある事業者を対象に一般競争入札を行って業者

を選定している。同種の事業に比べても妥当な事業費であると判断される。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

・施工場所は感潮区間で水深が浅く作業効率が低下する場所であるため想定した事

業期間から約１年遅延したが、組み立て式台船を使用したバックホウ浚渫工法を採

用し、効率的に作業を行うことにより遅延を最小限にすることができた。



＜想定した事業期間＞

工事発注・工事着手     令和元年１０月～１１月

工事完成          令和２年３月

＜実際に事業に有した事業期間＞

工事発注・工事着手     令和２年４月～令和２年６月

工事完成          令和３年１月

事業担当部局

土木部河川課 電話番号：０２２－２１１－３１７４



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 Ｃ－１－８

事業名  農山漁村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）（奥松島地区）

事業費 総額 5,244,988 千円（うち国費 3,933,741 千円）

（内訳: 工事費 4,556,878 千円，測量試験費 295,762 千円，用地買収補償費 30,139 千

円，換地費 218,491 千円，農業経営高度化支援事業費 143,718 千円）

事業期間 平成 26年度～令和 3年度

事業目的・事業地区

東松島市内の奥松島地区において，東日本大震災により被災した農山漁村地域の復興

を目的として農地等の生産基盤整備（区画整理）と経営体の育成・支援を一体的に実施

したもの。

(奥松島地区の位置図は図 1のとおり)

事業結果

奥松島地区は，ほ場の大区画化，道路・用排水路・暗渠排水等の整備を行い，農地の汎

用耕地化，集団化を促進し，大型機械の導入等を可能にすることで労働生産性の向上を

図り，都市との交流等，新たな農業展開を推進し活性化を図る事ができた。

また，土地改良事業の換地制度を活用し，市が防災集団移転促進事業により買収した

宅地元地等の集積・再配置による公共用地の創出と効率的な農地整備を一体的に行い，

土地利用の整序化を実施した。

・地区面積  A=196.0ha

  ・整地工   A=141.9ha

・道路工   L=30,524m

  ・用水路工  L=25,121m

・排水路工  L=20,952m

・暗渠排水工 A=134.6ha

【担い手・集積の状況】

・認定農業者の数  事業開始時（H26）：2名→事業完了時（R3）：4名

・担い手の経営面積 事業開始時（H26）：0.00ha→事業完了時（R2）：132.28ha

目標年時 （R2）：132.28ha

・担い手育成の状況 個別経営体：1戸、農業生産法人：3法人

事業の実績に関する評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

・奥松島地区で整備した農地の作付面積は 141.9ha，作付率は 100%である。作付率が

平成 22年次における宮城県本地利用率 90.6%（農林水産省耕地及び作付面積統計）を

上回っていることから，事業が適正に執行及び活用されていると判断される。

② コストに関する調査・分析・評価

・事業費の設計・積算は農林水産省土地改良工事積算基準等により実施し，宮城県財

務規則等に基づき入札を行い，公正な競争・透明性の確保に努め，適正な事業執行が

なされていると判断される。



・転用土の活用によりコスト縮減を実施した。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

・奥松島地区における農山漁村地域復興基盤総合整備事業は，以下のとおり概ね予定

どおり事業を進めることができた。

項 目 想定した事業期間 実際に事業に有した事業期間

実施設計発注・完了 平成 26年 1月～

平成 30年 12 月

平成 26年 1月～

平成 30年 12 月

建設工事発注・完了 平成 27年 8月～

令和 3年 12月

平成 27年 8月～

令和 4年 3月

作付け開始 平成 28年 4月～ 平成 28年 4月～

・令和 2年度に発生した地震被害により，工事が遅延することとなったが，概ね想定

した事業期間で完了した。

事業担当部局

宮城県農政部農村防災対策室ため池対策班 電話番号：022-211-2703



図１．位置図

洲崎・東名工区

宮戸 B工区

宮戸 3分区

宮戸 4分区

宮戸 5分区

宮戸 6分区

宮戸 2分区宮戸 9分区

宮戸 10分区

宮戸 11分区

宮戸 8分区

宮戸 1分区



○洲崎工区

○宮戸工区

写真 左：着工前（平成 23年 3月） 右：完成（平成 29年 5月）



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 Ｄ－２２－１

事業名  都市公園整備事業（防災公園・整備費）（矢本海浜緑地）

事業費 総額 ４６７，９３６千円

事業期間 平成２６年度～平成３１年度

事業目的・事業地区

矢本海浜緑地の来園者及び石巻港工業地区の従業員等の津波発生時の緊急的な一時

避難地として,現矢本海浜緑地に隣接する場所に避難築山の機能を持った防災公園の整

備を行ったもの。                                  

事業結果

矢本海浜緑地都市公園整備 A=4.0ha

＜平成２５年度＞

・基本設計（他事業：◆D-22-1-2）

＜平成２６年度～平成２７年度＞

・測量，設計

＜平成２８年度～平成３１年度＞

・都市公園整備 467,936 千円【測量，設計等含む】

                                 

事業の実績に関する評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

・矢本海浜緑地については，東日本大震災の津波により，壊滅的な被害を受けたた

め，従前の位置より内陸側に災害復旧事業と併せて津波時の一時避難場所の確保

を目的とした防災公園を整備し，平成３１年４月２６日に再開園したことから事

業の適正な執行がなされていると判断される。

・指定管理者による県立都市公園の適正な管理，運営を継続的に推進し，県民サー

ビスの向上を図るとともに，適正な維持管理を推進し，災害発生時における効果

的な防災機能の発現を図る。

② コストに関する調査・分析・評価

・土木工事標準積算基準書や見積徴収結果を踏まえ，設計，積算し，財務規則等に基

づき一般競争入札などにより業者を選定している。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

・矢本海浜緑地における，都市公園整備事業は，以下のとおり，概ね予定どおり事業

を進めることができた。

＜想定した事業期間＞

測量，設計等 平成２７年１月～平成２７年 ３月

都市公園整備 平成２７年４月～平成２８年 ３月

＜実際に事業に有した事業期間＞

測量，設計等 平成２７年３月～平成２８年 ３月

都市公園整備 平成２８年４月～平成３１年１０月



・関係機関（再整備懇談会）との協議などに時間を要したものの，事業推進に向けた

協議，調整を進め，計画的に事業を推進することができた。

・公園整備工事についても，関係機関との事業調整等を適切に実施し，平成３１年

４月に再開園することができた。なお，公園開園後においても，植栽工等などを実

施し，平成３１年１０月に事業が完了した。

事業担当部局

土木部都市計画課公園緑地班 ０２２－２１１－３１３８



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 ◆Ｄ－２２－１－２

事業名  広場整備事業（矢本海浜緑地）

事業費 総額８１８，２１７千円

事業期間 平成２５年度～平成３１年度

事業目的・事業地区

矢本海浜緑地の来園者及び石巻港工業地区の従業員等の津波発生時の緊急的な一時

避難地として,現矢本海浜緑地に隣接する場所に避難築山の機能を持った防災公園の整

備を進めており，平常時には地域住民の憩いの場として活用できることから，公園に隣

接する箇所に広場を整備するもの。                                  

事業結果

広場整備事業 A=7.2ha

＜平成２５年度～２７年度＞

・測量，設計等

＜平成２８年度～３１年度＞

・広場整備 818,217 千円【測量，設計等含む】                                 

事業の実績に関する評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

・矢本海浜緑地については，東日本大震災の津波により，壊滅的な被害を受けたた

め，従前の位置より内陸側に災害復旧事業と併せて津波時の一時避難場所の確保

を目的とした防災公園を基幹事業にて整備し，その隣接地に当事業にて広場を整

備したものである。当公園は，平成３１年４月２６日に再開園したことから，当事

業は適正な執行がなされていると判断される。

・指定管理者による県立都市公園の適正な管理，運営を継続的に推進し，県民サー

ビスの向上を図るとともに，適正な維持管理を推進し，災害発生時における効果

的な防災機能の発現を図る。

② コストに関する調査・分析・評価

・土木工事標準積算基準書や見積徴収結果を踏まえ，設計，積算し，財務規則等に基

づき一般競争入札などにより業者を選定している。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

・矢本海浜緑地における，広場整備事業は，以下のとおり，概ね予定どおり事業を進

めることができた。

＜想定した事業期間＞

測量，設計等 平成２５年１０月～平成２７年 ３月

広場整備   平成２７年 ４月～平成２８年 ３月

＜実際に事業に有した事業期間＞

測量，設計等 平成２５年 ６月～平成２８年 ３月

広場整備   平成２８年 ４月～平成３１年１０月



・関係機関（再整備懇談会）との協議などに時間を要したものの，事業推進に向けた

協議，調整を進め，計画的に事業を推進することができた。

・公園整備工事についても，関係機関との事業調整等を適切に実施し，平成３１年

４月に再開園することができた。なお，公園開園後においても，植栽工等などを実

施し，平成３１年１０月に事業が完了した。

事業担当部局

土木部都市計画課公園緑地班 ０２２－２１１－３１３８



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 Ｄ－２２－２

事業名  都市公園整備事業（防災公園：用地費）（矢本海浜緑地）

事業費 総額 ８２７千円

事業期間 平成２７年度～平成２８年度

事業目的・事業地区

矢本海浜緑地の来園者及び石巻港工業地区の従業員等の津波発生時の緊急的な一時

避難地として,現矢本海浜緑地に隣接する場所に避難築山の機能を持った防災公園の整

備を行ったもの。                                  

事業結果

公共施設管理者負担金 A=110.26m２

＜平成２７年度～平成２８年度＞

・公共施設管理者負担金 827 千円                                 

事業の実績に関する評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

・矢本海浜緑地について，東日本大震災の津波により，壊滅的な被害を受けたため，

従前の位置より内陸側に災害復旧事業と併せて津波時の一時避難場所の確保を目

的とした防災公園を整備し，平成３１年４月２６日に再開園したことから事業の

適正な執行がなされていると判断される。

・指定管理者による県立都市公園の適正な管理，運営を継続的に推進し，県民サー

ビスの向上を図るとともに，適正な維持管理を推進し，災害発生時における効果

的な防災機能の発現を図る。

② コストに関する調査・分析・評価

・土地単価については，事業認可時点(H26.9)における不動産鑑定評価額を採用した。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

・矢本海浜緑地における，都市公園整備事業（防災公園：用地費）は，以下のとおり，

概ね予定どおり事業を進めることができた。

＜想定した事業期間＞

関係機関協議等 平成２７年４月～平成２８年３月

用地買収    平成２８年３月（公共施設管理者負担金）

＜実際に事業に有した事業期間＞

関係機関協議等 平成２７年４月～平成２９年３月

用地買収    平成２９年３月（公共施設管理者負担金）

・関係機関との協議など事業推進に向けた協議，調整を進め，協定書に基づく公共施

設管理者負担金を負担した。

・公園整備工事についても，関係機関との事業調整等を適切に実施し，平成３１年

４月に再開園することができた。

事業担当部局

土木部都市計画課公園緑地班 ０２２－２１１－３１３８



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 ◆Ｄ－２２－１－３

事業名  広域整備事業（用地費）（矢本海浜緑地）

事業費 総額 ７６，３７８千円

事業期間 平成２７年度～平成２８年度

事業目的・事業地区

矢本海浜緑地の来園者及び石巻港工業地区の従業員等の津波発生時の緊急的な一時

避難地として,現矢本海浜緑地に隣接する場所に避難築山の機能を持った防災公園の整

備を行ったもの。                                  

事業結果

公共施設管理者負担金 A=10,183.74m２

＜平成２７年度～平成２８年度＞

・公共施設管理者負担金 76,378 千円                                 

事業の実績に関する評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

・矢本海浜緑地について，東日本大震災の津波により，壊滅的な被害を受けたため，

従前の位置より内陸側に災害復旧事業と併せて津波時の一時避難場所の確保を目

的とした防災公園を整備し，平成３１年４月２６日に再開園したことから事業の

適正な執行がなされていると判断される。

・指定管理者による県立都市公園の適正な管理，運営を継続的に推進し，県民サー

ビスの向上を図るとともに，適正な維持管理を推進し，災害発生時における効果

的な防災機能の発現を図る。

② コストに関する調査・分析・評価

・土地単価については，事業認可時点(H26.9)における不動産鑑定評価額を採用した。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

・矢本海浜緑地における，広場整備事業（用地費）は，以下のとおり，概ね予定どお

り事業を進めることができた。

＜想定した事業期間＞

関係機関協議等 平成２７年４月～平成２８年３月

用地買収    平成２８年３月（公共施設管理者負担金）

＜実際に事業に有した事業期間＞

関係機関協議等 平成２７年４月～平成２９年３月

用地買収    平成２９年３月（公共施設管理者負担金）

・関係機関との協議など事業推進に向けた協議，調整を進め，協定書に基づく公共施

設管理者負担金を負担した。

・公園整備工事についても，関係機関との事業調整等を適切に実施し，平成３１年

４月に再開園することができた。

事業担当部局

土木部都市計画課公園緑地班 ０２２－２１１－３１３８


